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経済財政運営と改革の基本方針 2024 

～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～（抜粋） 

 

令和６年６月 21日閣議決定 

 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～ 

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題 

 

 （２）少子化対策・こども政策 

 

（こども大綱の推進） 

（略） 

貧困と格差の解消を図り、困難な状況にあるこども・若者や家庭に対するきめ細かい支援を

行う。このため、こども食堂・こども宅食・アウトリーチ支援等への支援や学習支援や体験機会

の提供などこどもの貧困解消や見守り強化を図る。こども家庭センターの体制強化、家庭支援

事業の充実や利用促進、里親やファミリーホームによる支援の充実等家庭養育優先原則の徹

底、社会的養護経験者等に対する自立支援の充実、若年妊婦の支援、一時保護所の環境改善、

認定資格の取得促進など改正児童福祉法に基づく施策を推進する。こども・若者シェルターや

虐待等により困難に直面する若者支援の充実、児童福祉司等の児童相談所の質・量の体制強

化、児童養護施設等における養育機能の向上及び環境改善を進めるとともに、ヤングケアラー

支援を進める。発達障害児・医療的ケア児を含む全ての障害のあるこどもと家族への支援体制

の整備やインクルージョンの推進等を図るとともに、こどもホスピスの全国普及に向けた取組を

進める。就業支援や児童扶養手当、離婚前後親支援事業などによる養育費の支払確保や安

全・安心な親子の交流の推進等、ひとり親支援を進めるとともに、改正民法の周知や、司法府と

連携して環境整備に取り組む。こどもの自殺対策の強化を図るとともに、予防のためのこどもの

死亡検証（ＣＤＲ）を推進する。いじめ防止・不登校対策を強化する。質の高い公教育の再生の

強力な推進を図る。教育振興基本計画に基づき、青少年の健全育成に取り組む。学校給食無

償化の課題整理等を行う。 

 

資料５ 


